
令和５年度 南平公民館運営審議会 

日時 令和５年７月１９日（水）  

     午後 ６時３０分開始 

会場 南平公民館 会議室 

次 第 

１ 開会 

２ 確認および報告事項 

３ 館長挨拶 

４ 委員の委嘱 

（１）委嘱書の交付 

（２）副会長の選任 

５ 会長挨拶 

６ 議長ならびに議事録署名人の選任 

７ 議事 

（１）令和４年度 公民館の使用状況について 

（２）令和４年度 公民館関係事業報告について 

（３）令和５年度 公民館関係事業計画（案）について 

（４）その他 

８ 閉会 

資 料 川口市公民館運営審議会条例 

川口市公民館運営審議会事務要綱 

報告用



№ 氏 名 現在の公職 条例第３条該当名

1 ◎ 岡田　大助 元郷小学校校長 学校教育関係者

2 ◎ 髙野　寿久 南平地区
レクリエーション協会会長

社会教育関係者

3 　　荻野　梓 川口市議会議員 知識経験者

4 　　中里　光子 南平地区連合町会
婦人部長

社会教育関係者

5 　　永瀬　一美 民生委員児童委員
家庭教育の向上に
資する活動を行う者

6 　　望月　佳司 南平地区連合町会長
元郷一丁目西町会長

社会教育関係者

7 　  鳴神　英雄 元郷一丁目中町会長 社会教育関係者

8 　　瀧田　正弘 元郷二丁目町会長 社会教育関係者

9 　　伊藤　髙太郎 元郷三丁目南町会長 社会教育関係者

10 　　倉田　一男 元郷三丁目北町会長 社会教育関係者

11 　　田村　博 元郷四丁目町会長 社会教育関係者

12 　　小林　宏敬 元郷五丁目町会長 社会教育関係者

13 ◎ 片野　俊彦 元郷六丁目町会長 社会教育関係者

14 　  牛田　佳生 新井町町会長 社会教育関係者

15 　　眞田　かづえ 弥平一丁目町会長 社会教育関係者

◎：新任者

南平公民館運営審議会 委員名簿（案）

会 長 望月 佳司

副会長 鳴神 英雄

任期 令和４年７月１日～令和６年６月３０日

令和５年７月 現在
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◎　南平公民館

令和４年度累計（新型コロナ対策については、別紙のとおり）

館内 260

館外 6

2,725

2,991

種別

129 4087

施設の使用件数と①主催（共催）事業の部における開催
回数の差は、一度の開催で複数の時間帯にわたって施設
を使用したことによるものです。

0 0

合 計 0 885 1,182 658 35,705

0 38 0 1,088

教育委員会認
定団体
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その他の
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ア団体

0 0 0 4

小計 14 136 0 0

社

会

教
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1,042
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少年少女
団体
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6,696

245 0 0 2,705ゲスト利用者 0

公共団体 0 0 0 237 4,634

0 0 0 0 0
一般団体
（市外）

子ども対象 14 136 0

一般団体
（市内）

0 640 0 0

0

スポーツ・レクリエーション 0 0 0 0

町会 0 0 0 80

0

594

回数
参加
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回数
参加
人数

実務・実技 0 0 0 0

趣味 0 0 0 0

0

①主催（共催）の部 ②貸出の部

① 館 内 ② 館 外 種 別 倍 徴 全 徴 半 徴 免除 参加人数

10 0 0 0 0 260

6 28

39,820

885 1,182 658 35,705

0 0 3 3 0 0 0 0 0

参加人数
（ 人 ）

9～ 11～ 13～ 15～
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主催
(共催)

117 117 3 13

17～ 19～ 倍 徴

計 709 633 600 348 277

貸 出 592 516

4,087

議題（１）令和４年度　公民館の使用状況について

定

期

講

座

そ
の
他

合　　計

全 徴 半 徴 免 除

開 館
日 数

使 用
件 数

時間帯別使用件数（コマ数） 使用料（コマ数）

332 267 424 0

424 0 885 1,182 924

教養講座 0 0
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議題 （１）補足資料　公民館におけるコロナ対応について

○利用制限について

　令和４年度は、貸館時間の短縮や、利用定員の半減といった利用制限は

ありませんでした。

○コロナ渦における利用条件の推移

【令和５年３月１２日まで】

２、館内では、マスクを着用してください

３、ソーシャルディスタンスを確保してください

４、30分に一度、数分間の換気を行ってください

【令和５年３月１３日から（５類以降後も継続中）】

１、十分な換気をしてください

※令和５年７月１０日より、「総会等に引き続いての懇親会などの親睦を

深めることを目的とした年中行事であり、飲食を主たる目的としていない

もの」については、条件付きで許可されることとなりました。

　ただし、飲酒は禁止です。

１、自宅で事前に検温し、発熱、咳などの風邪の症状がみられる場合は、来館を
ご遠慮ください

５、ご利用いただいた備品（机、椅子等）は、備え付けの除菌スプレー等でご消
毒ください

５、飲食を伴う懇親会等の利用への貸出はできません※
　（料理実習室を利用する団体の通常の活動を制限するものではありません）

６、飲食を伴う懇親会等の利用への貸出はできません
　（料理実習室を利用する団体の通常の活動を制限するものではありません）

２、利用者は事前に各自で検温し、風邪の症状が見られる場合は利用を
控えてください

３、ご利用いただいた備品（机、椅子等）は、備え付けの除菌スプレー等でご消
毒ください

４、利用の際は、マスクの着用を推奨しています
　（着用を強制するものではありません）
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◎南平公民館事業

〇主催事業 ※参加者数はのべ人数。()内は募集･予定人数／回

実 施 日
回数
( 日 )

75人 6月～8月

(12人） 不定期(火)

199人 6月

(定員なし） ―

0人 7月20日

(95人) ～5日間

39人 7月21日

(20人) ～2日間

22人 8月3日

(20人) 1日

48人 2月22日

(48人) ―

48人 2月22日

(48人) ―

◎南平ブロック（南平・領家・朝日・朝日東の四公民館）共同事業

200人

(定員なし）

◎その他　（共催事業など）　　

木・金

第2第4土

0人

(80人)

7人 8月19日

9人 3月22日

1830人 11月12日

(3,000人) ～2日間

12人

(12人)

1

人 権 問 題 理 解 講 座

人権問題に関する理解を深める。（書面配
布）
※高齢者教室が中止となったため、単独で
実施。

ク ラ ブ
代 表 者

1

一 般南 平 地 区 献 血 会

公民館クラブ等の日頃の成果の発表など
（新型コロナの影響で、規模を縮小して開
催）

一 般

2献血

2

子 ど も ク リ ス マ ス 会
12月10日

( 青 少 年 育 成 事 業 ）

第 ３ ９ 回
南平公民館地区文化祭

も の づ く り 教 室
キャンドル作りを通して、「ものを作り上げる
楽しさや喜びを体験し、同時に自主性・創
造性を養う。

小学生

クラブリーダー研修会
公民館の円滑な利用と社会教育事業の推
進を図る。（書面配布）

ク ラ ブ
代 表 者

昔あそび等子どもの楽しい遊び場を提供す
る。（新型コロナの影響で中止）

幼児、
小・中学生

7月

クリスマスにちなんだものづくりや、ゲーム
等で楽しく過ごす。（新型コロナの影響で、
規模を縮小して開催）

小 学 生

2

1
( 青 少 年 育 成 事 業 ）

人 権 問 題 専 門 講 座
（ 領 家 公 民 館 ）

「子どもの人権」（オンライン開催） 一 般 3月 1

お子さん連れでくつろげるフリースペース
親 子

(～3才 )

おやこの遊びひろば

（ 子  育  て  支  援  事  業 ）
1132121人

1

たのしい子どもひろば

豊かさを実感でき、生きがいをもって自らの
未来を切り開き、活力ある高齢者を目指
す。（新型コロナの影響で中止）

高 齢 者 5
（人権問題理解講座を含む）

2
( 青 少 年 育 成 事 業 ）

子 ど も ペ ン 習 字 教 室 鉛筆の持ち方から始め、文字を正しく書け
るように基本を学ぶ。（新型コロナの影響
で、規模を縮小して開催）

小 学 生

高齢者教室（寿大学 ）

参 加 ･
( 募 集 )

川 口 市 民 大 学 スマホを利用する際にどのような危険があ
るのかを知り、子どもの見守りに必要な事
柄を学ぶ。（オンラインにて開催）

一 般 4（小中学生の保護者向け
子どもの安全なスマホ利用
講 座 ）

卓球を基礎から学ぶことで、体を動かす楽
しさを知る。

小 学 生 10

事 業 名 内 容 対 象

小学生卓球教室2022

議題（２）令和４年度 公民館等関係事業報告について

4



議題 （２）補足資料　新型コロナウイルスの事業等への影響について

○事業及びイベント一覧

子どもペン習字教室
感染症対策を行いながら、規模を縮小して実施した。

ものづくり教室
感染症対策を行いながら、規模を縮小して実施した。

南平地区献血会
コロナ渦により輸血用血液が不足するという事態を鑑みて、感染対策を行
ないながら実施した。

川口市民大学
（小中学生の保護者向け
子どもの安全なスマホ

利用講座）

オンラインにて実施した。

高齢者教室（寿大学）

事業/イベント名 経緯

小学生卓球教室2022
感染症対策を行いながら実施した。

事業の対象が、感染時に高リスクとされる高齢者であることを鑑みて中止
となった。

おやこの遊びひろば
感染症対策を行いながら実施した。

第39回

南平公民館地区文化祭

事業の対象が子どもで、また、館内を自由に移動するイベントであり、感
染対策の徹底が難しいため、関係団体と協議の結果、中止となった。

感染症対策を行いながら、規模を縮小して実施した。

たのしい子供ひろば

クラブリーダー研修
書面配布にて実施した。

人権問題理解講座
書面配布にて実施した。

子どもクリスマス会
感染症対策を行いながら実施した。
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◎南平公民館事業

○事業一覧

実 施 日
回数
(日 )

26人 6月～9月

(12人） 不定期(火)

7月19日

(100人) ～4日間

7月25日

(20人) ～3日間

8月3日

(30人) 1日

1月

（定員なし） ―

2月ごろ

(50人)

◎南平ブロック事業（南平・領家・朝日・朝日東の４公民館）共同事業

◎その他　（共催事業など）

(120人)

8月18日

(30人) 3月21日

11月11日

(2,000人) 11月12日

(30人)

親 子 702人 木・金

(～3才)
(4,600人) 第2第4土

事 業 名 内 容 対 象
参 加 ･
( 募 集 )

卓球を基礎から学ぶことで、体を動
かす楽しさを知る。（開催中）

小 学 生 10

川 口 市 民 大 学 自分らしい最期を迎えるためや残さ
れる家族のために、生前整理と終活
について学ぶ。（オンライン開催）

一 般 4（知ってて早すぎることはない、
　終活と生前整理講座）

小学生卓球教室2023

子 ど も ペ ン 習 字 教 室
鉛筆の持ち方から始め、文字を正しく
書けるように基本を学ぶ。

1

小 学 生 3
( 青 少 年 育 成 事 業 ）

高 齢 者 教 室 （ 寿 大 学 ） 豊かさを実感でき、生きがいをもって
自らの未来を切り開き、活力ある高
齢者を目指す。

高 齢 者 4
（人権問題理解講座を含む）

も の づ く り 教 室
キャンドル作りを通じて、ものを作り
上げる楽しさや喜びを体験し、同時
に自主性・創造性を養う。

小学生 2

クラブリーダー研修会
公民館の円滑な利用と社会教育事
業の推進を図る。

ク ラ ブ
代 表 者

たのしい子どもひろば 昔あそび等子どもの楽しい遊び場を
提供する。

幼児、
小・中学生 7月30日 1

( 青 少 年 育 成 事 業 ）

南 平 地 区 献 血 会 献血 一 般 2

第 ４ ０ 回
南平公民館地区文化祭

公民館クラブ等の日頃の成果の発表
など

一 般 2

1
( 青 少 年 育 成 事 業 ）

おやこの遊びひろば お子さん連れでくつろげるフリース
ペース

115
（ 子 育 て 支 援 事 業 ）

子 ど も ク リ ス マ ス 会
合唱、ゲーム等で楽しく過ごす。 小 学 生 12月9日

人 権 問 題 専 門 講 座
（ 朝 日 東 公 民 館 ）

未定 一 般 未定 1

議題（３）令和５年度 公民館関係事業計画（案）について

※参加者数はのべ人数。（令和5年7月12日終了時点）
（）内は募集・予定回数/回
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議題（４）その他 

〇令和４年度南平公民館の工事について（報告） 

令和４年度、工事はありませんでした。 

〇令和５年度南平公民館の工事予定について（予定） 

令和５年度は、工事を予定していません。 
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○川口市公民館運営審議会条例 

平成１１年１２月２１日 

条例第４８号 

（設置） 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２９条第１項の規定に基づき、

公民館に公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 教育委員会は、必要と認めるときは、２以上の公民館について１の審議会を置

くことができる。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 知識経験者 

（平成２４条例２３・追加） 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（平成２４条例２３・旧第３条繰下） 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、審議会の会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（平成２４条例２３・旧第４条繰下） 

（会議） 

第６条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（平成２４条例２３・旧第５条繰下） 

（関係者の出席） 

第７条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことが

できる。 

（平成２４条例２３・旧第６条繰下） 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、公民館において処理する。 

（平成２４条例２３・旧第７条繰下） 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。 

（平成２４条例２３・旧第８条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（川口市立公民館設置及び管理条例の一部改正） 

２ 川口市立公民館設置及び管理条例（昭和４６年条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２４年３月２７日条例第２３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川口市公民館運営審議会条例

の規定により委嘱されている委員は、この条例による改正後の川口市公民館運営

審議会条例の規定により委嘱された委員とみなす。 
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川 口 市 公 民 館 運 営 審 議 会 事 務 要 綱

１ 目的

  この要綱は、本市の公民館運営審議会の事務に関し共通の基準を定めることにより、館長の諮

問機関としての適切な運営を図ることを目的とする。

２ 設置

一つの公民館に一つの公民館運営審議会を置く。

ただし、教育委員会が必要と認めるときは、２つ以上の公民館について１つの審議会を置く

ことができる。

３ 委員

（１）委員の役割…公民館の運営に、地域住民の意見・要望等が充分に反映される役割を担う。

（２）身   分…非常勤の特別職公務員。

（３）兼務の禁止…一人が２つ以上の公民館運営審議会委員を兼ねることはできない。

（４）男 女 比…３割以上（４人）は女性委員とするよう努めるものとする。

（５）構成人数等（各関係者の人数は原則とする）

ア 学校教育関係者…１～ ３人

（ア）学校教育関係者とは、地域内の公立学校長。

（イ）役割…地域の教育という観点から公民館運営について、指導・助言する役割を担う。

イ 社会教育関係者…８～１２人

（ア）社会教育関係者とは、地域の社会教育活動者・施設の社会教育関係団体。

（イ）役割…地域の社会教育活動や施設の社会教育関係団体に所属し、その活動・団体の現状

や問題点を十分に把握するとともに、それらが公民館の持つ「公共性」・「目的」と、

どう一致するかを冷静に見て判断し、公民館運営をのばすように協力する役割を担

う。

ウ 家庭教育の向上に資する活動を行う者…２人以内

（ア）家庭教育の向上に資する活動を行う者とは、地域の子育てサークルのリーダー・子育て

サポーター・家庭教育に関する相談員や児童福祉司等。

（イ）役割…地域の家庭教育に関する学習機会の現状や課題を十分に把握するとともに、地域

の実情に応じた多様な学習機会が提供されるよう公民館運営に協力する役割を担

う。

エ 知識経験者…２人以内

（ア）知識経験者とは、地域の見識者・議会議員・社会教育関係団体構成員・公務員等。

（イ）役割…地域の文化活動や学習活動の模範的実践者で、学問上の識見と豊かな生活経験が

あり、公民館に関して「知識・経験」者であるとともに館長へよき助言をする役割

を担う。
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４ 期間

  １期２年とする。但し、再任は連続して２期までを原則とする。

５ 調査審議内容

公民館における各種事業の企画実施等に関することについて調査審議するものとし、内容は次

ぎのようなものとする。

（１）公民館事業計画

（２）地域の実態と課題について調査

（３）地域課題に対する施策について

（４）学級講座の体系化と充実について

（５）地域住民からの人材発掘

（６）利用状況などの調査分析

（７）情報収集と公民館活動への反映

（８）社会教育関係団体の育成方策と連絡提携

（９）公民館の趣旨徹底と広報活動

（10）その他

６ 委員の選出

選考協議会を開催し次のとおり委員を選出する。なお、選考協議会に関し、事前に館長を進行

役とした事前協議会を開催することができる。

（１）選考協議会の開催 （座長・進行役は互選 委員数は１０名以内）

ア 学校教育関係者・社会教育関係者・家庭教育の向上に資する活動を行う者・知識経験者の

別に定数内訳を枠決めする。

イ 学校教育関係者は、当該学校長間で互選する旨館長から説明する。

ウ 社会教育関係者は、地域の社会教育活動者及び施設の社会教育関係団体に分けそれぞれ列

挙し選出する。

エ 地域の家庭教育の向上に資する活動を行う者を列挙し選出する。ただし、館長の意見を取

り入れる。

オ 地域の知識経験者を列挙し選出する。ただし、館長の意見を取り入れる。

（２）推薦書の提出

ア 選出した施設の社会教育関係団体には、民主的選出による人選をおこない会長名で推薦

書を館長あてに提出するよう依頼する。

イ 選出した地域の社会教育活動者、地域の家庭教育の向上に資する活動を行う者及び地域

の知識経験者は、内諾を得た後選考協議会で推薦する。

（３）教育委員会に提出

ア 館長は候補者内申書・委員名簿を作成し、教育委員会の会議に議案として提出し議決を

得てから委嘱する。

７ 任期途中の補充

（１）解嘱の事由が発生した場合には、速やかに教育長あてに解嘱の報告をするものとする。
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なお、解嘱の事由は、

ア 委員が死亡した場合。（教育委員会報告事項）

イ 職指定（学校教育関係者）の委員がその職を離れた場合。（教育委員会報告事項）

ウ 法律・条例及びこの要綱の規定されている委員としての資格要件を欠くに至った場合。

（教育委員会報告事項）

エ 本人が退任した場合。（教育委員会議決事項）

オ 委員としてふさわしくない非違があったため、教育委員会として委員を解嘱する場合。 

（教育委員会議決事項）

カ その他教育委員会が必要と認めた場合。（教育委員会議決事項）

※ 各種審議会委員等の解嘱に関する教育委員会の議決基準（昭和 57年 8月 5 日教育委員

会決定）

ただし、教育長あてへの解嘱の報告事由は、ア、イ、ウ、エとする。

（２）委員の選出については、本来は選考協議会を開催すべきところではあるが、次のとおり取

り扱うものとする。

ア 学校教育関係者は、館長が調整する。

イ 地域の社会教育活動者は、選考協議会で現委員を決めたときの候補者を参考に館長が決

め、館長が本人の内諾を得た後推薦する。

ウ 施設の社会教育関係団体には、その団体から選出してもらう旨館長が説明し、団体の会

長名で推薦してもらう。

エ 地域の家庭教育の向上に資する活動を行う者は、選考協議会で現委員を決めたときの候

補者を参考に館長が決め、館長が本人の内諾を得た後推薦する。

 オ 地域の知識経験者は、選考協議会で現委員を決めたときの候補者を参考に館長が決め、

館長が本人の内諾を得た後推薦する。

８ 会議

（１）会議は、年１回以上開催するものとする。

（２）会議は、公開とする。（公開については、川口市審議会等の会議公開に関する要綱による。）

（３）会議には、館長と公民館職員が出席するものとする。

（４）議事録（答申）は、議事録署名人２名を選任し、署名をして文書で残すものとする。

９ 傍聴

（１）会議の傍聴人の定員は、２名以内とする。

（２）傍聴の受付は、先着とし会議傍聴申込受付簿に記名させるものとする。

10 庶務

庶務は公民館で行い、会議資料及び議事録（答申）は生涯学習課長の決裁を受け保管する。

11 会議資料

会議資料及び議事録（答申）は、生涯学習課ならびに行政管理課（市政情報コーナー）にそれ
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ぞれ１部ずつ提出する。

12 広報

会議資料及び議事録（答申）を窓口等で公開する。

（附則）この要綱は、平成１２年４月１日から、実施する。

この要綱は、平成２０年４月１日から、実施する。

この要綱は、平成２２年４月１日から、実施する。

この要綱は、平成２４年４月１日から、実施する。

この要綱は、令和４年４月１日から、実施する。
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